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苅田町の未来に向けて始動 !

議
会
運
営
委
員
会

議長に坂本東二郎氏、副議長に沖永義樹氏を選出
各委員会など、議会の組織体制も整う

委

員

長
　
屏
　
　
正
隆

副
委
員
長
　
友
田
　
敬
而

委

員
　
梶
原
　
弘
子

〃

　
小
山
　
信
美

〃

　
岩
谷
　
　
潔

〃

　
村
上
　
智
宣

信
頼
と
必
要
と
さ
れ
る
議
会
を
め
ざ
し
て 

坂
本 

東
二
郎 

  　

議
員
の
皆
様
の
ご
推
挙
に
よ
り
議
長
に
就
任
致
し
ま
し
た
坂
本 

東

二
郎
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

町
民
視
点
に
立
っ
て
信
頼
と
必
要
と
さ
れ
る
議
会
づ
く
り
の
為
に

は
、
議
員
各
自
が
研
修
・
研
鑽
に
努
め
、
柔
軟
な
発
想
と
し
な
や
か
な

行
動
力
を
磨
き
、
二
元
代
表
制
の
一
翼
を
担
う
存
在
感
を
発
揮
致
し
ま

す
。

　

国
際
化
、
多
様
化
、
ス
ピ
ー
ド
が
求
め
ら
れ
る
今
日
、
議
会
は
自
由

闊
達
な
議
員
活
動
を
展
開

し
、
各
自
が
イ
メ
ー
ジ
す

る
苅
田
町
の
あ
る
べ
き
未

来
像
を
提
起
・
提
案
し
、

町
民
の
皆
様
の
ご
期
待
に

応
え
る
べ
く
努
力
致
し
ま

す
。

　

よ
っ
て
、
町
民
の
皆
様

の
ご
理
解
と
ご
指
導
、
ご

鞭
撻
を
よ
ろ
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。

副議長

沖永　義樹
議長

坂本東二郎

議
会
運
営
に
関
す
る
事
項
、

議
長
の
諮
問
に
応
じ
諸
々
の

問
題
を
協
議
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苅田町の未来に向けて始動 !
総
務
常
任
委
員
会

厚
生
文
教
常
任
委
員
会

監

査

委

員

産
業
建
設
常
任
委
員
会

委

員

長
　
井
上
　
　
修

副
委
員
長
　
花
見
　
文
敏

委

員
　
沖
永
　
義
樹

〃

　
松
䕃
日
出
美

〃

　
尾
形
　
　
均

委

員

長
　
桝
谷
　
忠
明

副
委
員
長
　
村
上
　
智
宣

委

員
　
武
内
幸
次
郎

〃

　
小
山
　
信
美

〃

　
末
石
　
伸
二

委

員

長
　
友
田
　
敬
而

副
委
員
長
　
白
石
　
　
学

委

員
　
梶
原
　
弘
子

〃

　
岩
谷
　
　
潔

〃

　
屏
　
　
正
隆

白
石
　
　
学

一

部

事

務

組
合
議
会
議
員

・
京
築
広
域
市
町
村
圏

　
事
務
組
合

　（
行
橋
京
都
メ
デ
ィ
カ
ル

　
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
）

坂
本
東
二
郎

友
田
　
敬
而

井
上
　
　
修

・
京
築
地
区
水
道
企
業
団

　（
上
水
に
つ
い
て
）

坂
本
東
二
郎

複
数
の
自
治
体
が
、
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
一
部
を
共
同
で

行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
設

置
す
る
組
織

町
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の

執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業

の
管
理
な
ど
の
監
査

福
祉
、
教
育
及
び
環
境
に
関

す
る
こ
と

公
共
工
事
、
交
通
商
工
、
農

業
及
び
上
下
水
道
に
関
す
る

こ
と

財
政
全
般
及
び
防
災
と
地
域

振
興
に
関
す
る
こ
と

新しい議会
が

スタート
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平
成
30
年
度
苅
田
町
一
般
会
計
決
算
に
つ
い
て

　

歳
入
に
つ
い
て
は
、
昨
年
度
に
比
べ
０
・
５
％
増

の
１
３
９
億
７
千
３
６
１
万
５
千
２
０
６
円
、
歳

出
に
つ
い
て
は
、
昨
年
度
に
比
べ
２・
３
％
増
の

１
３
１
億
８
千
２
６
４
万
１
千
９
７
６
円
と
な
っ
て
お

り
、当
該
年
度
の
差
引
額
は
７
億
９
千
９
７
万
３
千
２
３
０

円
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、翌
年
度
に
繰
り
越
す
べ
き
財

源
は
５
千
４
５
６
万
４
千
円
と
な
っ
て
お
り
、実
質
収
支

に
つ
い
て
は
７
億
３
千
６
４
０
万
９
千
２
３
０
円
の
黒
字

と
な
り
ま
し
た
。

　

本
年
度
の
実
質
収
支
か
ら
昨
年
度
の
実
質
収

支
を
差
し
引
い
た
単
年
度
収
支
は
マ
イ
ナ
ス

２
億
５
千
７
８
４
万
３
千
６
８
５
円
で
、
前
年
度
よ
り
増

加
し
た
財
政
調
整
基
金
４
億
９
千
７
７
０
万
８
千
５
８
０

円
を
加
え
た
実
質
単
年
度
収
支
に
つ
い
て
は

２
億
３
千
９
８
６
万
４
千
８
９
５
円
の
黒
字
と
な
り
ま
し

た
。

地方税 （59％）
国県支出金 (17％ ) 

繰越金 (7％ ) 

その他 (15％ ) 

地方債（2％）

歳入

歳出合計　131億 8,264万円

歳出

歳入合計　139 億 7,361万円

議会費（1％）

総務費（12％）

民生費（34％）

衛生費（10％）

農林水産業費（2％）
商工費（1％）

土木費（9％）
消防費（5％）

教育費（10％）

公債費（10％）

・財政力指数　　　1.207

・経常収支比率　　86.6％

・実質公債費比率　11.2％

・将来負担比率　　62.5％

１
人

当

た
り

に す る と 諸支出金（6％）

歳入（①）

139 億 7,361 万円
歳出（②）　

131 億 8,264 万円

差引（①ー②）

7 億 9,097 万円

新しい町づくりへ前進
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平成 30 年度 決算
 一般会計 特別会計認定

民生費

消防費

土木費

農林水産業費

町の累積残額（町債・基金）

議会費

44 億 3,598 万円

5億 8,808 万円

11 億 9,708 万円

2億 8,151 万円 1億 5,395 万円

公債費
13 億 1,922 万円

町が借りているお金の返済に使
われています。

町議会議員の報酬や議会運営な
どに使われています。

道路・河川、公園、公営住宅の
整備や維持補修などに使われて
います。

衛生費
13 億 5,184 万円

健康診断など町民の健康対策や、
ごみやし尿の処理などに使われ
ています。

農道・林道・ため池などの整備
改修や農林水産業の振興などに
使われています。

子ども・お年寄り・障がい者な
どに対する福祉事業や医療費な
どに使われ
ています。

教育費
13 億 5,729 万円

小・ 中 学 校、 公 民 館、 図 書 館、
体育館などの整備・運営やスポー
ツ・文化行事などの生涯学習に
使われています。

火災の消火活動、病気・けが人
の救急搬送業務などに使われて
います。

商工費
1 億 4,605 万円

商店街の活性化や企業誘致など、
商業や工業の振興などに使われ
ています。    

総務費
14 億 8,582 万円

職員の人件費、庁舎などの維持管
理、税金の徴収、戸籍や住民票の
発行、選挙の実施、
空港や高速道路対策
などに使われていま
す。

◆町債（借金）の累積残額

◆基金（貯金）の累積残額

町民一人あたり
約 35 万円

特別 会計を含めると
約 54 万円使いました

平成 31.3 月末現在
人 口 37,620 人

107 億 5,848 万円
（1 人当たり約 29 万円）

57 億 6,153 万円
（1 人当たり約 15 万円）

１
人

当

た
り

に す る と

新しい町づくりへ前進
主な使われ方
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補
正
予
算

平
成
31
年
度
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
２
号
）
は
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

６
億
２
１
３
９
万
５
千
円
を

条
例
制
定

●
苅
田
町
会
計
年
度
任
用

職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償

【一般会計（第２号）】

歳出（増額補正の主なもの）
 ・給与支払報告書申告書パンチ業務委託料
 ・幼児教育・保育無償化に係る費用
 ・水路改良工事外
 ・地域商品券発行事業補助金
 ・橋梁改良工事
 ・防災無線整備工事
 ・採水設備整備工事負担金
 ・給食センター調理室空調設備設置工事

204 万円
１億 471 万円

1,310 万円
490 万円

1,000 万円
351 万円
107 万円
451 万円

【国民健康保険特別会計（第２号）】

　・システムソフト更新料 43 万円

【後期高齢者医療特別会計（第１号）】

　・広域連合への負担金 748 万円

＊平成 31 年度補正予算

追
加
し
、
補
正
後
の
総
額

は
１
３
６
億
３
４
０
万
２
千

円
。

及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例

臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
統

一
的
な
取
扱
い
を
定
め
る

も
の
。

条
例
改
正

●
苅
田
町
印
鑑
登
録
及
び
証

明
に
関
す
る
条
例

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

等
の
一
部
改
正
に
よ
り
、

住
民
票
に
旧
氏
が
記
載
で

き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に

伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の
。

●
地
方
公
務
員
法
及
び
地

方
自
治
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
制
定
に
伴
う

関
係
条
例
の
整
備

臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
統

一
的
な
取
扱
い
を
定
め
る

に
あ
た
り
、
関
係
条
例
を

改
正
す
る
も
の
。

●
苅
田
町
手
数
料
条
例

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料

の
標
準
に
関
す
る
政
令
の

一
部
改
正
に
よ
り
、
危
険

物
貯
蔵
所
の
設
置
許
可
申

請
の
審
査
手
数
料
が
引

き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
伴

９
月
定
例
会

平
成
31
年
度
苅
田
町
一
般
会
計
補
正
予
算
等
を
慎
重
審
議

一
般
会
計
補
正
予
算
等
29
件
、
決
議
書
１
件
（
８
月
27
日
～
９
月
11
日
）

い
、
所
要
の
改
正
を
行
う

も
の
。

●
苅
田
町
特
定
教
育
・
保

育
施
設
及
び
特
定
地
域
型

保
育
事
業
の
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例

幼
児
教
育
・
保
育
無
償
化

に
向
け
、
特
定
教
育
・
保

育
施
設
及
び
特
定
地
域
型

保
育
事
業
の
運
営
基
準

を
、
内
閣
府
令
の
基
準
に

従
い
改
正
す
る
も
の
。

●
苅
田
町
放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
が
改
正
さ
れ
、

放
課
後
児
童
支
援
員
の
要

件
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
所
要
の
改
正
を
す

る
も
の
。

そ
の
他
の
議
案

●
財
産
の
交
換

南
原
・
殿
川
町
地
区
の
地

区
計
画
内
開
発
事
業
に
伴

い
、
民
有
地
と
町
有
地
を

交
換
す
る
た
め
議
会
の
議

決
を
求
め
る
も
の
。

人
事
案
件

●
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

井い
の
う
え上 

三み

つ

こ
津
子 

氏
を
引
き

続
き
委
員
に
任
命
し
た
い

た
め
議
会
の
同
意
を
求
め

る
も
の
。
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平
成
31
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算

【
民
生
費
】

Ｑ
幼
保
無
償
化
に
伴
い
、

副
食
費
が
保
護
者
負
担

と
な
る
が
、
本
町
の
副
食

費
の
平
均
と
国
が
示
し

た
価
格
に
は
１
０
０
０

円
の
差
が
あ
る
が
。

Ａ
栄
養
士
加
算
で
ど
れ

だ
け
見
ら
れ
る
の
か
を

注
視
し
て
い
る
。

Ｑ
副
食
費
が
保
護
者
負

担
と
な
る
こ
と
に
つ
い

て
、
保
護
者
へ
の
説
明

は
。

Ａ
通
知
を
配
布
す
る
。

【
衛
生
費
】

Ｑ
排
水
設
備
工
事
審
査

補
助
等
業
務
委
託
に
つ

い
て
説
明
を
。

Ａ
排
水
設
備
の
審
査
・

議 
案 

質 

疑

片島小学校６年生による議場見学
議会広報特別委員会

（141 号の企画・編集）
議会広報特別委員会

（141 号の企画・編集）
空港・企業立地対策特別委員会

（北九州空港利用状況について、
臨空産業団地・空港関連用地につ
いて、企業立地の状況について）

一般質問
付託委員会
決算特別委員会
議会閉会

全員協議会（９月定例会提出予定議案について）
議会運営委員会（９月定例会について）
議会開会
京都郡町議会議員研修会
議案質疑

2 ～ 3 日
4 日

5 ～ 6 日
11 日

８日
10 日

16 日

19 日

20 日
23 日
27 日

29 日

８月７月

９月

議 会 の ご きう

検
査
の
技
術
者
不
足
の

た
め
現
在
１
名
分
委
託

を
し
て
い
る
が
、
新
た

に
０
・
５
人
分
の
増
員
委

託
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

【
諸
支
出
金
】

Ｑ
財
政
調
整
基
金
の
積

立
目
標
額
は
。

Ａ
目
標
額
は
な
い
が
、

以
前
の
40
憶
円
ま
で
は

戻
し
た
い
。

戻
し
た
い
。

苅
田
町
会
計
年
度
任

用
職
員
の
給
与
、
費

用
弁
償
及
び
旅
費
に

関
す
る
条
例
の
制
定

Ｑ
フ
ル
タ
イ
ム
職
員
は

継
続
し
て
採
用
さ
れ
る

と
昇
給
や
、
期
末
手
当
・

地
域
手
当
の
支
給
も
あ

る
の
か
。

Ａ
扶
養
手
当
、
勤
勉
手

当
及
び
地
域
手
当
の
支

給
は
な
い
。
昇
給
は
、

現
段
階
で
未
定
だ
が
制

度
上
は
可
能
。

Ｑ
職
務
の
級
が
１
級
と

２
級
に
分
か
れ
て
い
る

が
、
２
級
の
職
務
で
あ

る
困
難
な
業
務
と
は
。

Ａ
決
定
は
さ
れ
て
い
な

い
が
、
資
格
・
免
許
等

を
有
す
る
業
務
等
と
い

う
の
が
本
町
の
考
え
で

あ
る
。

地
方
公
務
員
法
及
び
地

方
自
治
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
制
定
に

伴
う
関
係
条
例
の
整
備

に
関
す
る
条
例
の
制
定

Ｑ
会
計
年
度
任
用
職
員

の
割
合
は
ど
の
ぐ
ら
い

に
な
る
か
。

Ａ
現
在
、
臨
時
職
員
と

労
働
性
の
あ
る
非
常
勤

職
員
が
１
９
８
名
い
る

が
、
ほ
と
ん
ど
が
会
計

年
度
任
用
職
員
に
な
る

と
想
定
し
て
い
る
。

苅
田
町
給
水
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定

Ｑ
こ
の
地
域
で
専
門
職

大
学
は
あ
る
の
か
。

Ａ
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か

り
で
、
全
国
で
短
大
が

１
校
、
４
年
制
の
専
門

職
大
学
が
２
校
あ
る
。

苅
田
町
消
防
団
員
の
定

員
、
任
用
、
給
与
、
分

限
、
懲
戒
、
服
務
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定

Ｑ
成
年
被
後
見
人
を
消

防
団
員
に
任
用
す
る
た

め
の
審
査
基
準
は
国
か

ら
示
さ
れ
て
い
る
の
か
。

Ａ
示
さ
れ
て
い
な
い
。

町
独
自
で
あ
る
。
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総
務
常
任
委
員
会

▼
平
成
31
年
度
苅
田
町

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）

【
総
務
費
】

Ｑ
予
算
を
組
み
替
え
る

理
由
は
何
か
。

Ａ
昨
年
同
様
今
年
度
も

臨
時
職
員
で
対
応
を
考

え
て
い
た
が
、
業
者
の

方
か
ら
対
応
で
き
る
と

の
回
答
が
あ
り
、
予
算

を
組
み
替
え
業
者
に
委

託
す
る
も
の
。

【
基
金
費
】　

Ｑ
財
政
調
整
基
金
の
積

み
立
て
に
つ
い
て
、
来

年
度
以
降
は
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
か
。

Ａ
今
後
、
公
共
施
設
の

大
幅
改
修
が
予
想
さ
れ

る
の
で
、
公
共
施
設
の

基
金
へ
の
積
み
立
て
を

行
っ
て
い
こ
う
と
考
え

て
い
る
。

▼
財
産
の
交
換

Ｑ
交
換
に
よ
る
差
額
が

発
生
す
る
よ
う
で
あ
る

が
、
そ
の
取
扱
い
は
。

Ａ
一
般
会
計
に
繰
り
入

れ
る
考
え
で
あ
る
。

委
員
会 

質 

疑

産
業
建
設
常
任
委
員
会

▼
平
成
31
年
度
苅
田
町

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）

【
商
工
費
】

Ｑ
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券

事
業
を
行
う
為
の
事
務

経
費
は
ど
う
な
っ
て
い

る
か
。

Ａ
県
か
ら
直
接
商
工
会

議
所
へ
補
助
さ
れ
る
。

【
土
木
費
】

Ｑ
入
札
残
の
工
事
費
の

組
み
替
え
内
容
は
。

Ａ
早
期
措
置
の
橋
の
補

修
に
新
た
に
予
防
保
全

厚
生
文
教
常
任
委
員
会

▼
平
成
31
年
度
苅
田
町

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）

【
民
生
費
】

Ｑ
幼
児
教
育
・
保
育
無

償
化
に
伴
い
、
金
銭
的

負
担
が
増
え
る
人
は
。

Ａ
い
な
い
。

【
教
育
費
】

Ｑ
一
時
預
か
り
も
無
償

化
の
対
象
か
。

Ａ
保
護
者
が
保
育
認
定

を
受
け
る
と
無
償
化
の

対
象
と
な
る
。

Ｑ
保
育
認
定
を
受
け
る

場
合
の
就
労
基
準
は
。

議 案 番 号 議　　　案　　　題　　　名

末
石
　
伸
二

花
見
　
文
敏

村
上
　
智
宣

屏
　
　
正
隆

岩
谷
　
　
潔

尾
形
　
　
均

白
石
　
　
学

友
田
　
敬
而

桝
谷
　
忠
明

小
山
　
信
美

井
上
　
　
修

武
内
幸
次
郎

梶
原
　
弘
子

松
䕃
日
出
美

沖
永
　
義
樹

坂
本
議
長

結
　
果

議案第７７号 監査委員の選任について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 除 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 同意
○－賛成、×－反対、除－除斥（審議対象議員のため退席）※議長は採決に加わらない。但し賛成、反対が同数の場合は議長判断による。

令和元年 第 5 回 苅田町議会臨時会議決結果一覧表

の
橋
を
追
加
し
た
。

Ｑ
社
会
資
本
の
整
備
の

交
付
金
の
補
助
率
は
。

Ａ
55
％
で
あ
る
。

▼
苅
田
町
水
道
事
業
工

Ａ
月
60
時
間
。

▼
苅
田
町
放
課
後
児
童

健
全
育
成
事
業
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定

Ｑ
放
課
後
児
童
支
援
員

が
１
人
以
下
で
運
営
さ

れ
て
い
る
所
は
あ
る
か
。

Ａ
１
か
所
あ
る
。

Ｑ
有
資
格
者
と
無
資
格

者
で
、
で
き
る
業
務
に

違
い
は
。

Ａ
違
い
は
な
い
。

事
監
督
者
及
び
水
道
技

術
管
理
者
の
資
格
等
に

関
す
る
条
例
に
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

Ｑ
育
成
に
関
し
て
の
影

響
は
あ
る
か
。

Ａ
基
本
的
に
は
な
い
。
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議 案 番 号 議　　　案　　　題　　　名

村
上
　
智
宣

髙
橋
　
達
之

屏
　
　
正
隆

岩
谷
　
　
潔

沖
永
　
義
樹

白
石
　
　
学

友
田
　
敬
而

桝
谷
　
忠
明

常
廣
　
直
行

三
原
　
　
茂

井
上
　
　
修

武
内
幸
次
郎

梶
原
　
弘
子

松
䕃
日
出
美

小
山
　
信
美

坂
本
議
長

結
　
果

決議書案第１号 天皇陛下御即位奉祝賀詞決議書 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可決
議案第４８号 平成31年度　苅田町一般会計補正予算（第２号） 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 - 可決
議案第４９号 平成31年度　苅田町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 - 可決
議案第５０号 平成31年度　苅田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 - 可決
議案第５１号 平成31年度　苅田町介護保険特別会計補正予算（第２号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可決
議案第５２号 平成31年度　苅田町土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可決
議案第５３号 平成31年度　苅田町下水道事業会計補正予算（第１号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可決
議案第５４号 平成31年度　苅田町水道事業会計補正予算（第１号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可決
議案第５５号 平成30年度　決算の認定について（苅田町一般会計） 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 - 認定

議案第５６号 平成30年度　決算の認定について
　　　　　　（苅田町国民健康保険特別会計） 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 - 認定

議案第５７号 平成30年度　決算の認定について
　　　　　　（苅田町後期高齢者医療特別会計） 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 - 認定

議案第５８号 平成30年度　決算の認定について
　　　　　　（苅田町介護保険特別会計） 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 - 認定

議案第５９号 平成30年度　決算の認定について
　　　　　　（苅田町土地区画整理事業特別会計） 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 - 認定

議案第６０号 平成30年度　決算の認定について
　　　　　　（苅田町住宅新築資金等特別会計） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 認定

議案第６１号 平成30年度　決算の認定について
　　　　　　（苅田町苅田臨空産業団地開発事業特別会計）〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 認定

議案第６２号 平成30年度　決算の認定について
　　　　　　（京都郡公平委員会特別会計） 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 - 認定

議案第６３号 平成30年度　決算の認定について
　　　　　　（苅田町下水道事業会計） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 認定

議案第６４号 平成30年度　決算の認定について
　　　　　　（苅田町水道事業会計） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 認定

議案第６５号 苅田町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する
条例の制定について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可決

議案第６６号 苅田町会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関す
る条例の制定について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可決

議案第６７号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制
定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 - 可決

議案第６８号 苅田町手数料条例の一部を改正する条例の制定について 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 - 可決

議案第６９号 苅田町子どものための教育・保育給付の支給認定に関する
条例の一部を改正する条例の制定について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可決

議案第７０号 苅田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関
する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可決

議案第７１号 苅田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 - 可決

議案第７２号 苅田町給水条例の一部を改正する条例の制定について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可決

議案第７３号 苅田町水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資
格等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可決

議案第７４号 苅田町消防団員の定員，任用，給与，分限，懲戒，服務等
に関する条例の一部を改正する条例の制定について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可決

議案第７５号 財産の交換について 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 - 可決
議案第７６号 教育委員会委員の任命について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 同意
○－賛成、×－反対　※議長は採決に加わらない。但し賛成、反対が同数の場合は議長判断による。
※可決された決議書は、関係機関に送付しました。

令和元年第４回 苅田町議会定例会議決結果一覧表
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一
般
質
問

質問者氏名 質　　問　　要　　旨 掲載

松䕃日出美 １　福祉行政について
２　町長の政治姿勢について ※注

岩 谷 　 潔
１　待機児童対策
２　子ども達がスポーツクラブから受ける効果
３　与原小校区の児童数増加について

11 ページ

髙 橋 達 之

１　学校エアコン
２　国民健康保険
３　健康診査事業
４　子育て支援
５　会計年度任用職員制度

※注

武内幸次郎 １　６期目の総括 12 ページ

白 石 　 学 １　子どもの貧困
２　防災・減災 13 ページ

常 廣 直 行 １　国の政策が地方に及ぼす影響
２　渇水対策について 14 ページ

梶 原 弘 子 １　安心して住みやすい苅田町にするため 15 ページ

９月定例会において
　　７名の議員が質問

会派名は、9月定例会一般質問時点のものです。
一般質問について掲載している内容は、会議録に基づき質問者自身が要約し広報委員会が校正したもので
す。なお、一般質問の録画映像は、苅田町議会ホームページでご覧いただけます。

一 般 質 問 内 容 一 覧

12 月定例会の予定
＊会期は
       12 月 03 日（火）から
       12 月 20 日（金）まで
＊一般質問は
       12 月 11 日（水）から
       12 月 16 日（月）まで
＊開会時間は
　午前 10 時～午後５時
＊傍聴受付   庁舎６階にて

＊問合せ先   議会事務局
☎０９３・４３４・１９８１

議会中継アクセス件数

９月末時点アクセス件数

ラ イ ブ 中 継    442件

録 画 中 継 1,217件
（平成 31 年４月からの累計）

９月議会の
傍聴者
16 名

※注 松䕃日出美議員、髙橋達之氏の一般質問については、原稿掲載を辞退する申し出がありました。
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一
般
質
問

岩 谷 　 潔（飛翔の会）

Ｑ
与
原
小
校
区
の

児
童
増
加
の
対
策
は

Ａ
総
合
的
に
検
討
す
る

待
機
児
童
対
策

Ｑ
４
月
か
ら
の
待
機
児

児
童
数
の
増
減
は
。

Ａ
国
基
準
の
待
機
児
童

数
は
６
名
、
町
が
保
留

通
知
を
出
し
て
い
る
児

童
数
は
２
名
減
の
64
名
。

Ｑ
４
月
か
ら
入
所
待
機

児
童
数
が
ほ
ぼ
変
わ
ら

な
い
が
、
解
消
方
法
は
。

Ａ
来
年
４
月
に
、
小
規

模
保
育
所
を
開
設
す
る

予
定
。

Ｑ
低
年
齢
児(

０
～
２

歳)

は
61
名
と
10
名
増

え
て
い
る
。
解
消
で
き

な
い
の
で
は
。

Ａ
保
留
と
な
っ
て
い
る

方
も
含
め
て
の
人
数
。

す
べ
て
の
方
が
待
機
児

童
対
策
の
対
象
に
な
る

と
は
認
識
し
て
い
な
い
。

子
ど
も
子
育
て
支
援
事

業
計
画

Ｑ
新
た
な
事
業
は
。

Ａ
素
案
作
成
中
で
決

ま
っ
て
い
な
い
。

Ｑ
事
業
計
画
で
の
将
来

人
口
設
定
は
。

Ａ
令
和
６
年
に
３
万

９
５
０
９
人
。

Ｑ
町
の
人
口
は
増
加
傾

向
に
あ
る
。
ま
た
、
保

育
料
無
償
化
に
伴
い
保

育
の
需
要
が
増
え
る
の

で
は
。

Ａ
今
後
の
計
画
策
定
で

き
ち
ん
と
保
育
の
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
な
対
処
を
し
て
い
く
。

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
か
ら

受
け
る
効
果

Ｑ
町
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

体
制
は
。

Ａ
小
・
中
学
校
の
体
育

館
及
び
グ
ラ
ウ
ン
ド
の

無
償
の
利
用
。

Ｑ
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
つ

い
て
は
京
築
全
体
で
連

携
を
保
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
。

Ａ
現
在
あ
る
施
設
を
近

隣
自
治
体
と
総
合
利
用

す
る
等
、
取
り
組
む
必

要
が
あ
る
。

Ｑ
少
年
の
非
行
・
犯
罪

の
減
少
に
も
効
果
が
あ

る
の
で
は
。

Ａ
ス
ポ
ー
ツ
に
よ
る
非

行
・
犯
罪
へ
の
影
響
を

示
す
指
標
は
な
い
が
、

平
成
15
年
を
ピ
ー
ク
に

減
少
し
て
い
る
。

与
原
小
校
区
の
児
童
数

増
加

Ｑ
増
加
数
は
。

Ａ
５
年
間
で
１
０
０
名

ほ
ど
。

Ｑ
原
因
は
。

Ａ
土
地
区
画
整
理
事
業

や
民
間
開
発
に
よ
る
住

宅
の
増
加
が
要
因
。

Ｑ
今
後
も
増
加
す
る
と

思
う
が
。

Ａ
文
科
省
の
推
計
で
向

こ
う
５
年
間
で
１
０
０

名
程
度
増
加
。

Ｑ
教
室
不
足
の
対
策
は
。

Ａ
特
別
教
室
を
普
通
教

室
に
転
用
。
そ
の
後
の

不
足
に
つ
い
て
は
増
設
。

Ｑ
来
年
度
は
。

Ａ
１
ク
ラ
ス
増
で
特
別

教
室
を
転
用
。

Ｑ
今

後

５

年

間

で

１
０
０
名
ほ
ど
増
え
た

場
合
の
対
策
は
。

Ａ
校
舎
の
増
築
や
プ
レ

ハ
ブ
の
増
設
。

Ｑ
応
急
的
な
措
置
と
し

て
は
い
い
が
、
今
後
の

対
策
は
。

Ａ
少
子
化
傾
向
に
あ
る

た
め
見
極
め
が
非
常
に

難
し
い
。
状
況
を
見
な

が
ら
様
々
な
観
点
か
ら

検
討
し
て
い
く
。

提 

言
応
急
措
置
に
よ
る

教
育
の
低
下
に
な
ら
な

い
よ
う
に
。
ま
た
施
設

を
考
え
る
う
え
で
、
児

童
数
が
減
少
し
た
場
合

に
は
他
の
施
設
に
転
用

で
き
る
よ
う
な
考
え
を
。与原小学校
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一
般
質
問

武内幸次郎（未　来）

Ｑ
区
画
整
理
事
業
は
当
初

戸
建
て
計
画
だ
っ
た
が

Ａ
雇
用
不
足
解
消
の
た
め

ア
パ
ー
ト
建
設
が
増
加
し
た

６
期
目
の
総
括

Ｑ
財
政
悪
化
の
要
因
を

科
学
的
な
根
拠
を
も
っ

て
突
き
止
め
た
い
と

言
っ
て
き
た
が
。

Ａ
特
定
す
る
の
は
難
し

い
。

Ｑ
職
員
削
減
を
組
織
機

構
等
の
見
直
し
で
対
応

し
て
き
た
が
現
況
評
価

は
。

Ａ
取
り
巻
く
環
境
の
変

化
に
柔
軟
対
応
し
て
い

き
た
い
。

Ｑ
簡
素
で
効
率
的
な
行

政
運
営
に
結
び
つ
け
た

い
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
を
立
ち
上
げ
た

が
そ
の
評
価
は
。

Ａ
行
政
評
価
を
行
っ
た
。

公
共
施
設
の
老
朽
化
が

進
ん
で
お
り
施
設
担
当

を
置
く
シ
フ
ト
に
し
た
。

Ｑ
企
業
誘
致
を
し
た
く

て
も
町
独
自
の
工
業
用

地
は
な
い
。
現
状
打
開

策
は
。

Ａ
町
有
地
、
県
有
地
は
、

ほ
ぼ
な
い
が
私
有
地
が

あ
る
の
で
は
。
ニ
ー
ズ

が
あ
れ
ば
対
応
し
た
い
。

Ｑ
市
街
化
田
に
道
路
を

入
れ
定
住
化
を
図
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
。

Ａ
道
路
整
備
の
必
要
性

は
あ
る
。
山
積
す
る
課

題
の
優
先
順
位
を
決
め
、

着
実
に
進
め
る
こ
と
が

必
要
だ
。

提 
言
道
路
を
入
れ
、
市

街
化
促
進
が
優
先
度
と

し
て
高
い
の
で
は
。

Ｑ
山
積
課
題
の
絞
り
込

み
を
行
っ
て
き
た
が
現

況
は
。

Ａ
各
課
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ

の
最
中
だ
が
、
し
尿
処

理
施
設
や
ご
み
処
理
施

設
な
ど
優
先
度
が
高
い
。

Ｑ
税
収
は
ピ
ー
ク
に
近

い
。
今
、
で
き
な
い
の

で
あ
れ
ば
厳
し
い
の
で

は
。

Ａ
設
備
投
資
等
の
増
加

に
よ
り
税
収
は
増
え
て

い
る
。
公
債
費
を
毎
年

10
憶
円
以
上
返
済
し
て

い
る
が
令
和
６
年
以
降

減
少
し
て
行
く
。
新
た

な
起
債
を
吸
収
で
き
る

の
で
は
。

Ｑ
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
見
直
し
で
、
区

域
区
分
の
見
直
し
や
工

業
用
地
確
保
な
ど
の
文

言
は
含
ま
れ
て
い
る
の

か
。

Ａ
持
続
可
能
な
集
約
型

の
町
づ
く
り
、
交
通
の

結
節
拠
点
を
活
か
し
た

工
業
用
地
確
保
と
産
業

集
積
、
震
災
に
強
い
町

づ
く
り
の
推
進
を
重
点

に
し
た
改
正
だ
。

Ｑ
本
町
は
、
陸
海
空
の

結
節
点
で
あ
り
、
自
然

災
害
の
発
生
が
極
め
て

少
な
い
等
の
地
の
利
を

活
か
し
企
業
誘
致
な
ど

を
積
極
的
に
行
う
べ
き

だ
。

Ａ
恵
ま
れ
た
環
境
だ
。

需
要
に
対
応
し
て
行
く
。

提 

言
商
工
会
議
所
も
意

欲
的
だ
。
連
携
を
深
め

雇
用
確
保
や
定
住
化
へ

つ
な
げ
、
新
た
な
財
源

確
保
の
一
助
に
し
て
頂

き
た
い
。

県道須磨園南原曽根線沿線の市街化田
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一
般
質
問

白 石 　 学（公明党）

Ｑ
子
ど
も
の
貧
困
の

実
態
調
査
は

Ａ
計
画
策
定
の
際
は
必
要

Ｑ
本
年
６
月
法
改
正
が

あ
り
、
町
も
計
画
策
定

の
努
力
義
務
が
あ
る
。

国
、
県
か
ら
通
知
が
来

て
い
る
。
対
策
は
。

Ａ
町
独
自
の
施
策
は
打

て
て
い
な
い
。
子
ど
も

支
援
オ
フ
ィ
ス
と
情
報

交
換
を
し
て
い
る
。
ま

た
、
学
校
は
福
祉
関
連

機
関
と
連
携
し
、
充
実

に
努
め
て
い
る
。

Ｑ
以
前
も
、
実
態
調
査

を
提
案
し
た
。
是
非
検

討
し
た
い
と
の
答
弁

だ
っ
た
が
進
ん
で
い
る

の
か
。

Ａ
努
力
義
務
化
さ
れ
た
。

時
期
を
見
て
、
策
定
を

し
、
そ
れ
に
伴
い
実
態

調
査
を
し
て
い
き
た
い
。

Ｑ
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

す
れ
ば
、
貧
困
の
状
況

が
あ
る
程
度
把
握
で
き

る
の
で
は
。

Ａ
大
綱
で
の
指
標
を
受

け
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
等
の
項
目
を
検
討
す

る
。
全
国
的
に
比
較
可

能
な
方
法
が
国
か
ら
示

さ
れ
る
と
考
え
る
。

Ｑ
町
が
実
施
し
て
い
る

各
種
ア
ン
ケ
ー
ト
で
、

生
活
実
態
の
把
握
が
出

来
る
の
で
は
な
い
か
。

Ａ
保
護
世
帯
の
資
料
は

県
か
ら
報
告
が
あ
る
。

Ｑ
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ

ん
事
業
は
、
貧
困
家
庭

の
早
期
発
見
に
有
効
な

施
策
。
活
用
で
き
る
の

で
は
。

Ａ
虐
待
の
チ
ェ
ッ
ク
は

し
て
い
る
。
ま
た
、
既

存
の
デ
ー
タ
か
ら
、
貧

困
と
の
関
係
や
、
他
団

体
の
調
査
な
ど
を
把
握

し
な
が
ら
検
討
す
る
。

Ｑ
学
校
に
つ
い
て
、
ネ

グ
レ
ク
ト
に
よ
る
不
登

校
は
あ
る
の
か
。

Ａ
ネ
グ
レ
ク
ト
の
数
値

は
無
い
。

Ｑ
ネ
グ
レ
ク
ト
の
子
ど

も
の
う
ち
、
小
学
生
の

３
割
、
中
学
校
の
約
半

数
が
不
登
校
と
い
う
数

値
が
あ
る
。
経
済
的
貧

困
と
一
定
の
関
連
が
あ

る
の
で
は
。

Ａ
不
登
校
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
要
因
が
あ
る
。
貧

困
と
い
う
形
で
の
数
字

は
無
い
。

Ｑ
学
校
で
も
、
貧
困
の

実
態
調
査
を
し
て
、
支

援
に
つ
い
て
情
報
共
有

が
必
要
で
は
。

Ａ
あ
る
実
態
調
査
で
は
、

貧
困
と
の
関
係
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
関
係
機

関
と
連
携
し
対
応
す
る
。

防
災
・
減
災

Ｑ
苅
田
町
災
害
時
受
援

計
画
は
出
来
て
い
る
か
。

Ａ
県
の
計
画
を
受
け
て
、

効
率
的
な
受
け
入
れ
を

す
る
た
め
、
本
年
６
月

に
策
定
し
た
。

Ｑ
県
の
災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
連
絡
会
と
、
社

協
と
の
連
携
は
。

Ａ
運
営
に
つ
い
て
、
講

習
等
に
参
加
し
、
県
と

も
地
域
へ
の
普
及
活
動

を
行
っ
て
い
る
。

Ｑ
計
画
の
中
に
あ
る
、

定
型
化
さ
れ
た
支
援
と

は
。

Ａ
繰
り
返
し
行
う
よ
う

な
作
業
・
業
務
で
、
県

等
の
職
員
が
決
ま
っ
た

業
務
を
決
ま
っ
た
形
で

遂
行
す
る
こ
と
。

Ｑ
一
般
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
は
社
協
で
対
応
す
る

が
、
ま
っ
た
く
違
う
熟

練
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体
へ
の
対

応
は
。

Ａ
両
者
を
す

み
分
け
て
は

い
な
い
。
今

後
、
社
協
、
県
、
国
と

検
討
す
る
。

Ｑ
近
年
、
豪
雨
等
の
災

害
が
多
い
。
学
校
に
お

い
て
も
、
授
業
中
だ
け

で
な
く
、
休
憩
時
間
中

の
避
難
訓
練
も
必
要
で

は
。

Ａ
各
学
校
の
安
全
計
画

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
あ
る

が
、
避
難
訓
練
が
十
分

に
行
わ
れ
て
い
る
と
は

言
い
難
い
。

Ｑ
以
前
、「
子
ど
も
防
災

手
帳
」
の
提
案
を
し
た

が
。

Ａ
尾
張
旭
市
の
許
可
を

得
て
い
る
。
統
一
し
た

防
災
教
育
資
料
の
、
年

度
内
作
成
に
向
け
検
討

し
て
い
る
。

尾張旭市のこども
ぼうさい手ちょう



− 14 −

一
般
質
問

常 廣 直 行（飛翔の会）

Ｑ
地
方
創
生
は
地
域
に

何
を
残
し
た
か

Ａ
企
業
誘
致
で
雇
用
数
や

人
口
も
増
加
傾
向

Ｑ
地
方
創
生
事
業
に

よ
っ
て
状
況
が
好
転
し

た
と
は
思
え
な
い
。

Ａ
地
方
創
生
事
業
交
付

金
を
使
っ
た
事
業
で
は

雇
用
創
出
や
人
口
増
加

に
繋
が
っ
た
と
い
え
な

い
。

Ｑ
ふ
る
さ
と
納
税
は
税

金
の
奪
い
合
い
が
加
熱

し
、
地
方
と
国
が
対
立

し
た
。
本
町
の
進
め
方

は
。

Ａ
ス
イ
ー
ツ
系
の
返
礼
品

を
拡
大
、
１
０
０
０
万

円
程
度
を
目
標
と
す
る
。

Ｑ
積
み
立
て
た
寄
付
金

の
用
途
は
。
活
用
計
画

が
あ
る
の
か
。

Ａ
現
時
点
で
は
決
ま
っ

て
い
な
い
。
予
算
査
定

の
時
に
考
え
た
い
。

消
費
増
税
に
対
す
る
緩

和
策
の
影
響
は

Ｑ
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
は
全
国
で
２
割
の
店

舗
し
か
確
立
し
て
い
な

い
。
本
町
の
準
備
状
況

は
。

Ａ
31
店
舗
が
登
録
。
全

体
の
店
舗
の
数
は
把
握

し
て
い
な
い
。

Ｑ
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券

発
行
の
準
備
状
況
や
対

応
・
対
策
な
ど
は
。

Ａ
国
の
プ
レ
ミ
ア
ム
率

25
％
と
、
町
の
10
％
を

準
備
し
て
い
る
。

Ｑ
国
の
プ
レ
ミ
ア
ム
率

25
％
商
品
券
の
対
象
人

員
は
何
人
か
。

Ａ
通
知
は
非
課
税
世
帯

に
出
し
た
が
、
把
握
で

き
て
い
な
い
。

Ｑ
１
億
７
５
０
０
万
円

と
い
う
根
拠
も
な
い
予

算
。
成
果
検
証
は
。

Ａ
国
は
経
済
対
策
で
打

ち
出
し
て
い
る
。
検
証

は
非
常
に
難
し
い
。

幼
児
教
育
・
保
育
の
無

償
化
の
準
備
状
況
は

Ｑ
無
償
化
に
よ
っ
て
、

親
が
払
う
金
額
が
上

が
っ
た
り
、
急
激
に
待

機
児
童
が
増
え
た
り
、

保
育
士
不
足
が
進
ん
だ

り
し
な
い
か
。

Ａ
掴
め
て
い
な
い
。
ニ
ー

ズ
を
把
握
し
対
応
す
る
。

Ｑ
教
育
標
準
時
間
４
時

間
か
ら
８
時
間
、
10
時

間
の
保
育
を
望
む
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
が
。

Ａ
状
況
を
見
て
、
対
応

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｑ
平
均
給
食
費
は
、
本

町
が
５
５
０
０
円
。
公

定
価
格
は
４
５
０
０
円
。

１
０
０
０
円
の
差
を
全

額
自
治
体
負
担
す
る
と

こ
ろ
も
あ
る
が
。

Ａ
保
育
所
の
歳
入
の
移

動
は
な
い
。
公
定
価
格

で
４
５
０
０
円
が
新
た

に
示
さ
れ
た
も
の
。

Ｑ
今
後
、
無
償
化
の
費

用
を
自
治
体
も
負
担
し

な
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
財
政
の
裏
づ
け
は
。

Ａ
消
費
増
税
さ
れ
て
交

付
金
が
入
っ
て
く
る
が
、

そ
の
額
に
よ
っ
て
は
国

へ
の
強
い
要
望
も
必
要
。

渇
水
対
策
本
部
の
反
省

を
踏
ま
え
て

Ｑ
渇
水
対
策
の
問
題
、

課
題
は
。

Ａ
渇
水
対
策
本
部
設
置

は
、
10
年
ぶ
り
。
１
日

に
約
１
０
０
０
ト
ン
を

節
水
、
断
水
を
回
避
し

た
。

水
や
水
源
の
確
保
と

ダ
ム
の
運
用

Ｑ
将
来
に
わ
た
っ
て
の

水
の
安
定
供
給
を
目
指

す
取
り
組
み
は
。

Ａ
伊
良
原
ダ
ム
が
６
月

よ
り
供
給
を
開
始
。
水

道
事
業
の
広
域
化
で
も

北
九
州
市
と
進
め
て
い

る
。

Ｑ
水
源
確
保
と
し
て
森

林
の
管
理
は
重
要
。
本

町
の
取
り
組
み
は
。

Ａ
基
金
（
緑
と
水
の
森

林
フ
ァ
ン
ド
）
も
活
用

し
な
が
ら
、
災
害
等
に

強
い
森
林
を
つ
く
る
必

要
も
あ
る
。

水位が低下した油木ダム
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一
般
質
問

一
般
質
問

苅田町コミュニティバス路線図の一部

梶 原 弘 子（日本共産党）

Ｑ
企
業
へ
の

支
援
制
度
を
き
く

Ａ
過
去
10
年
間
で

17
社
奨
励
金
を
出
し
た

Ｑ
10
年
間
で
町
内
の
製

造

業

雇

用

人

数

は

３
２
６
８
人
増
加
し
た

と
い
う
が
、
外
国
人
も

含
ん
で
い
る
の
か
。

Ａ
含
ん
で
い
る
。

Ｑ
企
業
へ
の
支
援
制
度

を
き
く
。

Ａ
企
業
立
地
雇
用
促
進

奨
励
金
制
度
を
設
け
、

雇
用
確
保
に
努
力
し
て

い
る
。

Ｑ
企
業
で
は
「
ロ
ボ
ッ

ト
」
の
導
入
が
増
え
て

い
る
。
技
術
伝
承
に
影

響
は
な
い
の
か
。

Ａ
危
険
回
避
の
た
め
、

適
材
適
所
で
や
っ
て
い

る
と
聞
い
て
い
る
。

Ｑ
技
術
伝
承
の
後
退
に

も
つ
な
が
る
と
思
う
が
、

税
金
面
で
は
い
か
が
か
。

Ａ
機
械
購
入
価
格
に
対

し
て
、
１
・
４
％
の
固
定

資
産
税
収
入
が
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

Ｑ
町
内
全
域
を
移
動
可

能
と
な
っ
て
い
る
が
。

Ａ
６
路
線
運
行
し
て
い

る
。
住
民
の
希
望
す
る

公
共
施
設
や
商
店
、
病

院
関
係
は
な
る
べ
く

ル
ー
ト
に
入
れ
て
お
り
、

利
便
性
を
追
求
し
こ
れ

か
ら
も
取
り
組
む
。

Ｑ
料
金
を
２
倍
に
し
た

影
響
は
。

Ａ
平
成
27
年
に
料
金
を

２
０
０
円
に
し
た
。
回

数
券
が
１
０
０
０
円
で

７
枚
買
え
る
。
実
質

１
４
３
円
に
な
る
。

Ｑ
住
民
の
利
用
数
や
収

入
は
い
く
ら
か
。

Ａ
平
成
30
年
度
は
約

７
万
８
０
０
０
人
の
利

用
、収
入
は
１
０
０
０
万

円
あ
っ
た
。

子
育
て
し
や
す
い
町
へ

Ｑ
高
校
生
の
医
療
費
を

無
料
に
で
き
な
い
か
。

ア
レ
ル
ギ
ー
治
療
等
、

か
か
り
始
め
の
対
処
が

大
切
。

Ａ
高
校
生
の
医
療
費
無

料
化
は
考
え
て
い
な
い
。

学
童
保
育

Ｑ
６
年
生
ま
で
の
要
望

が
あ
る
が
。

Ａ
施
設
の
面
積
上
難
し

い
。

Ｑ
６
年
生
ま
で
預
け
た

場
合
、
学
童
保
育
の
先

生
の
必
要
人
数
は
。

Ａ
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

し
た
こ
と
が
な
い
。

Ｑ
学
童
保
育
所
の
町
に

と
っ
て
の
位
置
付
け
を

聴
く
。

Ａ
親
の
就
労
で
子
ど
も

の
保
育
が
困
難
な
保
護

者
の
支
援
を
し
た
い
。

Ｑ
昔
と
は
交
通
問
題
や

社
会
情
勢
な
ど
違
っ
て

き
て
い
る
。
６
年
生
ま

で
預
け
る
の
が
一
般
的

に
な
る
か
も
し
れ
な
い

が
。

Ａ
受
け
入
れ
る
た
め
の

施
設
が
足
り
な
い
の
が

一
番
の
課
題
。
受
け
入

れ
を
増
や
す
た
め
の
施

策
を
検
討
し
て
い
き
た

い
。



− 16 −

編
集
・
議
会
広
報
特
別
委
員
会

発
行
責
任
者
・
坂
本
東
二
郎

議
会
だ
よ
り 

か
ん
だ
（
１
４
２
号
）

令
和
元
年
12
月
10
日
発
行

〒
８
０
０
‐
０
３
９
２　

福
岡
県
苅
田
町
富
久
町
１
‐
19
‐
１

☎
０
９
３
・
４
３
４
・
１
９
８
１　

FAX
０
９
３
・
４
３
４
・
２
０
９
９

あとがき

　本年５月から、新時代「令和」となりましたが、令和元年も余すと
ころ 20 日となりました。
　今年は、国内でも多くの自然災害が発生し、お亡くなりになられた
方々にご冥福をお祈り申し上げますと共に、被災されました方々にお
見舞い申し上げます。
　私も、広報委員会の委員長として、今まで以上に襟を正し、議会の
公正かつ円滑な運営に努め、その内容を町民の皆様へ分かりやすくお
伝えできるよう取り組んでまいります。
　今後も、多くのご意見やご指導をよろしくお願い致します。

沖永　義樹

今回の議会だより 142 号は、
町議会議員選挙が９月 29 日
に行われたことで、発行が大
幅に遅れましたことをお詫び
します。
なお、今号は新旧の議会構成
で編集しています。

おことわり

議会広報特別委員会

委  員  長 　沖永　義樹
副委員長 　友田　敬而
委　　員 　梶原　弘子
委　　員 　小山　信美
委　　員 　桝谷　忠明
委　　員 　屏　　正隆
委　　員 　村上　智宣
委　　員 　末石　伸二

こんにちは

よ り 質 の 高 い 広 報 を 目 指 し て
　

10
月
24
日
、
25
日
に
て
開
催

さ
れ
た
令
和
元
年
第
５
回
臨
時

会
に
お
い
て
、
設
置
が
き
ま
り

ま
し
た
議
会
広
報
特
別
委
員
会

で
す
。

　

当
委
員
会
は
、
定
例
会
・
臨

時
会
の
概
要
や
一
般
質
問
の
要

旨
、
各
委
員
会
の
調
査
報
告
、

議
案
の
質
疑
結
果
な
ど
議
会
活

動
状
況
を
掲
載
し
て
い
る
議
会

だ
よ
り
の
、
企
画
、
編
集
、
発

行
ま
で
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、

年
４
回
、
毎
定
例
会
終
了
後
に

発
行
し
て
い
ま
す
。

　

議
会
広
報
の
目
的
は
、
昭
和

58
年
の
創
刊
よ
り
『
町
民
の
ま

ち
づ
く
り
へ
の
参
加
意
識
を
引

き
出
す
た
め
に
、
読
み
や
す
い

紙
面
づ
く
り
』
を
目
指
し
て
き

ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、広
報
紙
作
成
の
全

国
表
彰
を
受
賞
し
た
議
会
へ
の

研
修
や
議
会
だ
よ
り
を
見
や
す

く
す
る
た
め
フ
ル
カ
ラ
ー
へ
の

取
り
組
み
等
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
も
、
一
人
で
も
多
く
の

町
民
の
皆
さ
ん
が
手
に
取
っ
て

い
た
だ
き
、
ま
ち
づ
く
り
に
関

心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

な
紙
面
作
り
に
取
り
組
ん
で
参

り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
期
待

く
だ
さ
い
。

町村議会広報研修会に出席（11月19日）


